
　７月、８月の休日在宅医

月／日 給 油 店 名
7／ ３ 井手産商串間店・井手都井店
7／10 酒井串間店・井手都井店
7／17 津曲北方店・井手都井店
7／24 片平本町店・井手都井店
7／３1 三協西小路店・井手都井店
8／ 7 井手産商串間店・井手都井店
8／14 酒井串間店・井手都井店
8／21 津曲北方店・井手都井店
8／28 片平本町店・井手都井店

　７月、８月の日曜給油店

人口のうごき（令和４年６月１日現在）

人口��16,222人（前月比‐20人）
［男性��7,598人　女性��8,624人］世帯数��7,096世帯

※令和２年国勢調査からの推計人口です。

月／日 医療機関 診療科 電話番号
7／ ３ にいな内科・循環器科 内・循・呼 71-1711
7／10 岡村クリニック 整形外科 72-7710

7／17 はなぶさ消化器・内視鏡
クリニック

内・消化器内科・
内視鏡内科 74-1187

7／18 アイレＨＤクリニック串間 内科・透析内科 55-8181
7／24 ゆうゆうの森クリニック 内科 55-9111
7／３1 串間中央クリニック 内科・小児科 27-3181
8／ 7 県南病院 神・精・内科 72-0224
8／11 アイレＨＤクリニック串間 内科・透析内科 55-8181
8／14 のだ小児科医院 小児科・アレ 71-1112
8／21 とめのファミリークリニック 内科・小児科 76-1425
8／28 串間中央クリニック 内科・小児科 27-3181

※ 休日在宅医は変更になる場合があります。受診する前に医療機関もしくはテレ
フォンサービス（☎23-9999）にて必ずご確認ください。

地球の
message

　  市民生活課生活環境係☎72 ‐ 1356問

ゼロカーボンアクション30
　脱炭素社会の実現には、一人一人のラ
イフスタイルの転換が重要です。「ゼロ
カーボンアクション３0」にできるところ
から取り組んでみましょう。

　今回紹介するのは「クールビズ・ウォームビズ」です。
　家庭からのCO₂排出量の用途別内訳では、冷房と暖房
で約18％を占めています。適度な冷暖房で、気候に合わせ
て快適に過ごせる服装や取り組みを促すライフスタイル、
クールビズ・ウォームビズを実践しましょう。
　冷房の設定温度を今よりも１度高く、暖房の設定温度を
今よりも１度低く変更するだけで、1人あたり年間19キロ
グラムのCO₂削減ができます。

税
　所得の申告は、収入の有無に関わらず、原則として
全ての方が手続きを取らなければいけません。
　市県民税の課税に関する資料（公的年金支払報告書、
給与支払報告書など）の無い方や、収入が無い方で申告
がお済みでない方（未申告の方）は、市県民税申告書を
提出してください。
　なお、未申告の影響としては、
・所得証明書が発行されない。
・ 国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険
料などが正しく反映されない。

・限度額適用認定証の交付ができない。
　などがあります。お早めにご確認ください。
※ 所得の内容によっては、税務署への確定申告が必要な場合
があります。

　  税務課市民税係　☎72 ‐ 1112 
　  国保・介護賦課係☎72 ‐ 1114 
問

申告を忘れていませんか？

■市木分団　分団長　成田一
かず

志
し

　「地震」と異なり、台風、豪雨被害は、
前もって対策することが可能です。
　ぜひとも、早めに命を守る行動を
とっていただきますようお願いします。
　さて、ご承知のように、全国的に消
防団員が減少している中、市木分団

消防団
通信
しょうぼうだんつうしん

内においても検討委員会を立ち上げ、
慎重に検討を重ねた結果、昨年度は５
部体制だった組織を４部体制（１部と
２部が合併）に改編したところです。
　今回の改編にあたり、何かとお世
話になりました関係各位の皆さまに
は改めてお礼申し上げます。
　災害は天候、日時を選ばない上、
近年の災害は規模・被害想定が大き
くなるばかりです。
　消防団員の確保は急務であり、早
急に「確保対策」「機能別消防団の設
置」などの検討、「女性消防団員」の
増員や活躍推進、「各地区自主防災
組織」の見直しなども行っていかな
ければならないと考えています。
　「自分の地域は、自分で守る」とい

う郷土愛護の精神のもと、現在、市
木分団においても多くの移住者の方
が消防活動に従事しています。
　今後とも、消防団活動の重要性を
理解していただき、少しでも早く移
住者の方も地域に溶け込み、地域を
知り、地域を守るため、積極的に消
防団活動に参加していただきたいと
思います。
　さらに、今年度は消防団員の処遇
改善も図られました。これを機に
「大切なもの、大切な人を守る」ため、
ぜひ、串間市消防団への入団をお願
いします。
　なお、入団に関しては、地域の消
防団または、串間市消防本部までお
問い合わせください。

　  串間警察署☎７２－０１１０ 
警察安全相談♯９１１0

問

１．制限運転とは
　宮崎県においても高齢者による交通事故が増加の一
途をたどり大きな問題となっています。
　そんな中、高齢運転者が自身の体調・運転能力を把
握し、無理な運転を控えることで交通事故を防止し、
運転寿命を延ばす啓発活動を「制限運転」といいます。
２． 串間警察署では、本年７月から「制限運転宣誓証書」

の受け付けを開始します
３．制限運転の宣誓項目
①体調が悪いときには運転を控えましょう
②高速道路での運転を控えましょう
③ おおむね、1時間以上の連続した運転を控えましょう
④夜間の運転を控えましょう
⑤雨などの悪天候での運転を控えましょう
⑥通学時間帯の運転を控えましょう
⑦速度を控えて運転しましょう
⑧混雑した場所での運転を控えましょう
⑨不慣れな場所での運転を控えましょう
※ 上記の宣誓項目以外に他の宣誓項目があれば、「制限運転宣誓

証書」内の【宣誓項目】その他（　）に記入することができます。
４． 制限運転宣誓 

証書の見本

ベテランドライバー運転革命
～無理をしない制限運転～
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